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市のお知らせなど

日ごろの節水にご協力ください

 
■
８
月　

日
は
終
戦
記
念
日
で
す

１５

　

８
月　

日
�
は
、　

回
目
の
終
戦

１５

６１

記
念
日
で
す
。
戦
争
に
よ
る
犠
牲
者

を
慰
霊
し
、
世
界
の
恒
久
平
和
を
祈

念
し
て
、
正
午
か
ら
１
分
間
の
黙
と

う
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
総
務
課

■
原
爆
死
没
者
名
簿
を
掲
示

　
「
広
島
原
爆
供
養
塔
納
骨
名
簿
」、

「
長
崎
原
爆
無
縁
死
没
者
遺
骨
名
簿
」

を
、　

月　

日
�
ま
で
市
役
所
１
階

１０

３１

市
民
ロ
ビ
ー
に
掲
示
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
遺
骨
が
遺
族
の
も
と
に
返

さ
れ
て
い
な
い
方
の
名
簿
で
す
。
わ

ず
か
な
手
掛
か
り
で
も
結
構
で
す
の

で
、
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
名
簿
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
総
務
課

■ 
剪  
定 
枝
の
拠
点
収
集
（
９
月
）

せ
ん 
て
い

　

拠
点
収
集
は
１
束
の
長
さ
２
�
以

内
・
１
本
の
太
さ
は
５
�
以
内
で
す
。

事
業
所
で
出
た
も
の
は
受
け
付
け
ま

せ
ん
。

　

な
お
、　

歳
以
上
の
み
の
世
帯
、３

６５

級
以
上
の
障
害
の
あ
る
方
の
み
の
世

帯
で
、
収
集
拠
点
に
行
く
の
が
困
難

な
方
は
日
野
市
企
業
公
社（
�　

・
６
５８７

３
２
１
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 
﹇
問
合
せ
先
﹈ご
み
ゼ
ロ
推
進
課（
�

　

・
０
４
４
４
）

５８１

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

多摩平第１公園７日�四ツ谷下東公園

午
前
９
時
〜　

時
１１

高幡不動駅北第４駐輪場入口８日�御嶽上公園

リサイクル事務所１３日�旭が丘中央公園

さかい公園１４日�てっぺん山公園

ハケ下公園１９日�日野中央公園

鳥と緑の国際センター２０日�駒形公園

日野台公園２１日�落川公園

黒川地域広場２５日�新坂下公園

沢田公園２６日�通称　たぬき公園

まつばやし地区広場２７日�さいかちぜき公園

■
「
選
べ
る
学
校
制
度
」
の
希
望
調

査
票
を
発
送

　

来
春
新
１
年
生
に
な
る
児
童
・
生

徒
の
保
護
者
の
方
へ
「
選
べ
る
学
校

制
度
」
の
希
望
調
査
票
を
発
送
し
ま

す
。
８
月　

日
�
ま
で
に
調
査
票
が

２５

届
か
な
い
場
合
は
連
絡
を
。

﹇
提
出
期
限
﹈
９
月　

日
�
﹇
送
付

１５

対
象
者
﹈市
内
在
住
で
来
年
度
に
小
・

中
学
校
に
入
学
さ
れ
る
お
子
さ
ん
の

保
護
者
﹇
問
合
せ
先
﹈
学
校
課

 
■
心
身
に
障
害
の
あ
る
方
等
へ
手
当

や
医
療
費
の
助
成
を
し
ま
す

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
を
対
象

に
、
手
当
の
支
給
や
医
療
費
を
助
成

し
、
障
害
児
を
監
護
・
養
育
し
て
い

る
方
を
対
象
に
手
当
を
支
給
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

※
そ
の
う
ち
国
が
支
給
す
る
手
当

（
表
１
）の
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方
は
問
合
せ
を
。
既
に
受
給
さ

れ
て
い
る
方
は
期
日
ま
で
に
平
成　
１８

年
度
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

▼
都
・
市
が
支
給
す
る
手
当

▽
心
身
障
害
者
（
児
）
福
祉
手
当

﹇
対
象
・
手
当
月
額
﹈
�
身
体
障
害

者
手
帳
１
・
２
級
、
進
行
性
筋 
萎  
縮 

い 
し
ゅ
く

症
、
脳
性
ま
ひ
、
ま
た
は
愛
の
手
帳

１
〜
３
度
…
都
制
度
の
方
１
万
５
千

　

円
、
市
制
度
の
方（
規
定
上
、
都
制

５００度
を
受
給
で
き
な
い
方
）
１
万
２
千

円
�
身
体
障
害
者
手
帳
３
・
４
級
、ま

た
は
愛
の
手
帳
４
度
…
８
千
円
�
難

病
（
都
か
ら
�都
 

医
療
券
を
交
付
さ
れ

て
い
て
Ｂ
型
Ｃ
型
肝
炎
・
小
児
慢
性

疾
患
・
小
児
精
神
病
を
除
く
難
病
に

該
当
す
る
方
）
…
１
万
円
﹇
対
象
外
﹈

�　

歳
以
上
で
所
得
制
限
額
（
表
２

２０
の
本
人
所
得
を
参
照
）
を
超
え
る
方

�　

歳
以
上
の
新
規
の
方
�
施
設
に

６５
入
所
し
て
い
る
方
※
詳
細
は
問
い
合

わ
せ
を
﹇
支
払
方
法
﹈
申
請
月
の
分

か
ら
４
・
８
・　

月
に
口
座
振
込
み

１２

▽
難
病
手
当
受
給
者
の
方
へ

　

�都
 

医
療
券
の
有
効
期
限
に
日
頃
か

ら
注
意
し
、
期
限
切
れ
に
な
る
前
に

健
康
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
結
果
、
更
新
さ
れ
た
場
合

は
新
し
い
�都
 

医
療
券
の
コ
ピ
ー
の
提

出
を
、
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は

そ
の
旨
を
障
害
福
祉
課
へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

　

難
病
手
当
受
給
者
の
方
で
、
現
在

お
持
ち
の
�都
 

医
療
券
の
有
効
期
限
が

平
成　

年
９
月　

日
と
な
っ
て
い
る

１８

３０

方
は
、
新
し
い
�都
 

医
療
券
の
コ
ピ
ー

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

﹇
対
象
﹈
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
身

体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
（
心
臓
等

の
内
部
障
害
は
３
級
ま
で
）、
ま
た

は
愛
の
手
帳
１
・
２
度
を
お
持
ち
の

　

歳
未
満
の
方
﹇
対
象
外
﹈
�
医
療

６５保
険
に
未
加
入
の
方
�
平
成　

年
中

１７

の
所
得
（
控
除
後
）
が
所
得
制
限
額

以
上
の
方
（
表
２
参
照
。　

歳
以
上

２０

は
本
人
の
、　

歳
未
満
は
加
入
医
療

２０

保
険
の
世
帯
主
等
の
所
得
）
�
児
童

福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
�
生

活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
﹇
申
請
に

必
要
な
も
の
﹈
�
印
鑑
�
医
療
保
険

証
�
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
愛
の

手
帳
※
す
で
に
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
で
平
成　

年
中
の
所
得
が
制
限

１７

額
以
下
の
方
に
は
、
新
し
い
受
給
者

証
を
８
月　

日
�
ま
で
に
送
付
﹇
問

３０

合
せ
先
﹈
障
害
福
祉
課

■
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
市

地
域
生
活
支
援
事
業
説
明
会

﹇
日
時
・
会
場
﹈８
月　

日
�
�
午
前

２６

　

時
〜　

時　

分
…
福
祉
支
援
セ
ン

１０

１１

３０

タ
ー
�
午
後
２
時
〜
３
時　

分
…
市

３０

役
所
５
階　

会
議
室
※
直
接
会
場
へ

５０５

﹇
内
容
﹈
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基

づ
く「
日
野
市
地
域
生
活
支
援
事
業
」

な
ど
の
説
明
と
質
疑
応
答
（
手
話
通

訳
あ
り
）﹇
問
合
せ
先
﹈
障
害
福
祉
課

■
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー

ソ
ン
の
苦
情
・
相
談
日

﹇
日
時
﹈９
月
７
日
�
・

　

日
�
・　

日
�
・　

２１

２５

２９

日
�
午
前
９
時
〜
正
午

※　

日
・　

日
は
午
後

２１

２９

２
時
〜
５
時
。
相
談
希

望
の
方
は
、
事
前
に
連

絡
を﹇
会
場
﹈市
役
所
２

階
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー

ソ
ン
室
ほ

か﹇
問
合
せ
先
﹈生
活
福
祉
課

福
祉
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
担
当

■
「
シ
ル
バ
ー
パ
ス
」
の
更
新
を

　

現
在
パ
ス
を
お
持
ち
の
方
に
は
、

８
月
中
旬
に
東
京
バ
ス
協
会
か
ら

「
シ
ル
バ
ー
パ
ス
更
新
申
込
書
」
と

「
更
新
窓
口
案
内
図
」
が
郵
送
さ
れ

ま
す
。
有
効
期
限
が
今
年
９
月　

日
３０

�
ま
で
の
パ
ス
を
お
持
ち
の
方
は
、

９
月
中
に
更
新
の
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
更
新
希
望
者
は
、
期
間
内

に
指
定
窓
口
で
新
し
い
パ
ス
の
発
行

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

﹇
費
用
﹈
平
成　

年
度
の
市
民
税
が

１８

非
課
税
の
方
…
１
千
円
／
市
民
税
が

課
税
の
方
…
２
万　

円
／
課
税
の
方

５１０

の
う
ち
、
平
成　

年
度
の
市
民
税
が

１７

非
課
税
の
方
…
税
制
改
正
の
経
過
措

置
と
し
て
１
千
円
﹇
持
ち
物
﹈
�
シ

ル
バ
ー
パ
ス
更
新
申
込
書
�
保
険
証

ま
た
は
運
転
免
許
証
�
９
月　

日
ま

３０

で
有
効
の
パ
ス
�
１
千
円
で
発
行
を

受
け
る
方
は
、
非
課
税
を
確
認
す
る

書
類
※
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を
﹇
問

合
せ
先
﹈
東
京
バ
ス
協
会
（
�　

・
０３

５
３
０
８
・
６
９
５
０
※
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
）、
東
京
都
福
祉
保
健
局
在

宅
支
援
課
臨
時
案
内
（
�　

・
５
３

０３

２
０
・
４
１
７
７
※
９
月　

日
�
ま

２９

で
の
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

■
「
あ
っ
て
よ
か
っ
た

福
祉
の
便
利
帳
」
改
訂

版
発
行
の
調
査

　

平
成　

年
度
に
発
行

１６

し
た
「
あ
っ
て
よ
か
っ

た
福
祉
の
便
利
帳
」
改

訂
版
発
行
の
た
め
、
調

査
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
市

内
福
祉
施
設
・
事
業
所

を
訪
問
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
伺
っ
て
い
な
い
福

祉
施
設
・
事
業
所
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

﹇
発
行
予
定
﹈　

月
頃
﹇
配
布
場
所
﹈

１１

市
内
公
共
施
設
等
﹇
問
合
せ
先
﹈
日

野
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
�　

・
２

５８２

３
１
９
）

 
■
市
議
会
が
９
月
１
日
に
開
催

　

平
成　

年
第
３
回
市
議
会
定
例
会

１８

は
、
９
月
１
日
�
か
ら
開
催
さ
れ
ま

す
。
傍
聴
に
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
開
会
に
先
立
ち
、
午
前　
１０

時
か
ら
市
議
会
本
会
議
場
で
、
女
声

合
唱
「
コ
ー
ラ
ス
・
ピ
ー
カ
・
ブ
ー
」

に
よ
る
プ
チ
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
い
ま

す
。
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
議
会
事
務
局

■
戦
没
者
等
の
遺
族
の
皆
さ
ん
へ
〜

特
別
弔
慰
金
が
支
給

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族

で
、平
成　

年
４
月
１
日
現
在
、公
務

１７

扶
助
料
や
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方

が
い
な
い
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

﹇
請
求
期
限
﹈
平
成　

年
３
月　

日

２０

３１

﹇
対
象
﹈
規
定
先
順
位
の
遺
族
一
人

※
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を﹇
支
給
額
﹈

額
面　

万
円
の
記
名
国
債
（　

年
償

４０

１０

還
）﹇
問
合
せ
先
﹈
生
活
福
祉
課

■
国
民
年
金
保
険
料
未
納
分
を
集
合

徴
収
〜
相
談
窓
口
を
開
設

﹇
日
時
﹈
８
月　

日
�
午
前　

時　

２９

１０

３０

分
〜
午
後
３
時　

分
﹇
会
場
﹈
市
役

３０

所
１
階　

会
議
室
※
直
接
会
場
へ

１０１

﹇
問
合
せ
先
﹈
八
王
子
社
会
保
険
事

務
所
（
�　

・　

・
３
５
１
１
）、
市

０４２

６２６

保
険
年
金
課
年
金
係

■　

月
１
日
�
執
行
予
定
の
土
地
区

１０
画
整
理
審
議
会
委
員
選
挙
の
立
候
補

を
受
け
付
け

▼
万
願
寺
第
二
（
改
選
）

﹇
日
時
﹈
８
月　

日
�
〜
９
月
７
日

２９

�
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

１５

※
土
曜
・
日
曜
日
も
実
施
﹇
受
付
場

所
﹈
市
役
所
３
階
区
画
整
理
課
﹇
定

数
﹈
所
有
権
の
部
７
人
、
借
地
権
の

部
１
人

▼
東
町
（
補
欠
選
挙
）

﹇
日
時
﹈
８
月　

日
�
〜
９
月
７
日

２９

�
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

１５

※
土
曜
・
日
曜
日
も
実
施
﹇
受
付
場

所
﹈
市
役
所
３
階
区
画
整
理
課
﹇
定

数
﹈
所
有
権
の
部
３
人

　

い
ず
れ
も
﹇
問
合
せ
先
﹈
区
画
整

理
課

■
教
育
委
員
会
教
育
長
が
任
命

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
７
月　

日
の

１３

第
４
回
教
育
委
員
会
定
例
会
で
加
島

俊
雄
氏
が
教
育
長
に
再
任
さ
れ
ま
し

た
。
任
期
は
８
月
３
日
か
ら
４
年
間

で
す
。

﹇
略
歴
﹈
昭
和　

年
東
京
都
入
庁
。

４１

都
教
育
庁
施
設
部
長
、
同
庁
学
務
部

長
、
同
庁
総
務
部
長
、
都
生
活
文
化

局
理
事
な
ど
を
歴
任
。

 
野
本
彪
吾
く
ん
（
の
も
と
・
ひ
ゅ

う
ご
。
平
成　

年
８
月　

日
午
後

１７

２０

　

時　

分
生
ま
れ
。
父
・
和
孝
さ

１１

５３

ん
、
母
・
美
紀
さ
ん
。
栄
町
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１８

●表２　所得制限

特別児童扶養手当
特別障害者・障害児福祉手当、
心身障害者（児）福祉手当

扶養数
配偶者及び
扶養義務者

本　人
配偶者及び
扶養義務者

本　人

６，２８７，０００円４，５９６，０００円６，２８７，０００円３，６０４，０００円０人

６，５３６，０００円４，９７６，０００円６，５３６，０００円３，９８４，０００円１人

６，７４９，０００円５，３５６，０００円６，７４９，０００円４，３６４，０００円２人

６，９６２，０００円５，７３６，０００円６，９６２，０００円４，７４４，０００円３人

７，１７５，０００円６，１１６，０００円７，１７５，０００円５，１２４，０００円４人

７，３８８，０００円６，４９６，０００円７，３８８，０００円５，５０４，０００円５人

　２１３，０００円　３８０，０００円　２１３，０００円　３８０，０００円
１人増
ごとに

●表１　国が支給する手当 ※いずれの手当も原則として所定の「診断書」による判定が必要

支給制限支給回数と支給月手当の受給（申請）ができない方手当の受給（申請）ができる方支給月額手　当

受給者（申
請者）の所
得や、配偶
者・扶養義
務者の所得
が表２の額
以上である
ときは、支
給されませ
ん。

年４回払い
（２・５・８・
１１月）
認定月の翌月か
ら該当

・２０歳未満の方
・施設等に入所している方
・病院または診療所に３カ月
以上入院している方

概ね次の程度の障害がある方
（手帳の等級等は目安）
・身体障害者手帳１・２級程
度

・愛の手帳１・２度程度
・上記と同等の疾病、精神障
害がある方

２６，４４０円
特別障害
者手当

・２０歳以上の方
・施設等に入所している方
・障害を支給事由とする給付
（障害年金等）を受けてい
る方

１４，３８０円
障害児福
祉手当

年３回払い
（４・８・１１月）
認定月の翌月か
ら該当

養育している障害児が
・施設等に入所している方
・障害を支給事由とする給付
（障害年金等）を受給して
いる方

２０歳未満の方で、概ね次の程
度の障害がある児童を養育す
る父母または養育者
・身体障害者手帳１、２、３
級程度。４級は下肢の一部

・愛の手帳１、２、３度程度
・統合失調症、そううつ病、
てんかん等

重度
５０，７５０円
中度
３３，８００円

特別児童
扶養手当


